
豊 川 市 農 政 企 画 協 議 会 規 約 

 

（名 称） 

第１条 この協議会は、豊川市農政企画協議会（以下「協議会」という。）と称する。 

（協議会を組織する団体） 

第２条 協議会は、豊川市、ひまわり農業協同組合、東三温室園芸農業協同組合及

び農業関係団体をもって組織する。 

（目 的） 

第３条 協議会は、豊川市内における関係機関との連絡調整を行い、生産者が安全

な農作物を消費者に供給するため、農業の環境保全に果たす役割を検討する

とともに、地域農業の総合的な振興施策及び体制等を構築することにより、

農村集落内の農業者の高齢化及び担い手農家の減少等により弱体化しつつあ

る地域の農業を再生し、農業・農村の活性化に寄与することを目的とする。 

（活動内容） 

第４条 協議会は、豊川市内における農業振興に関する課題に対応し、各年度の事

業計画に基づき、総合的な実施体制の構築及び施策の実施について協議、推

進する。 

（組 織） 

第５条 協議会には、次に役員をおく。 

（１）会 長 １名 

（２）副会長 １名 

（３）理 事 １２名以内 

（４）監 事 ２名 

２ 会長は、豊川市長、副会長はひまわり農業協同組合代表理事組合長とする。 

３ 理事は、協議会を組織するそれぞれの団体から選任する。 

４ 監事は、理事の中から会長が指名する者とする。 

（役員の職務） 

第６条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

３ 理事は、協議会の事務を執行する。 

４ 監事は、協議会の事務を監査し、その結果を総会で報告しなければならない。 

（総 会） 

第７条 総会は、会長が招集し、年１回開催する。 

２ 総会の議長は、会長をもってあてる。 

（幹事会） 



第８条 協議会の円滑な推進を図るため、幹事会をおく。 

２ 幹事会の中から幹事長を互選する。 

３ 幹事会は、幹事長が招集する。 

４ 幹事会の開催は、豊川市及びひまわり農業協同組合の持ち回りとする。 

（こだわり農産物認証審査委員会） 

第９条 いきいき農業プランの推進をするため、こだわり農産物認証審査委員会を

おく。 

２ こだわり農産物認証審査委員会の運営については、別に定める。 

（専門部会） 

第 10 条 協議会において、必要ある場合は、専門部会を設けることができる。 

２ 専門部会は、会長が任命する者で構成する。 

３ 専門部会の部会長は、部会員の互選とする。 

（作業部会） 

第 11 条 作業部会は、構成団体の職員をもって構成する。 

（関係者の出席） 

第 12 条 会長は、必要があると認めるときは会議に構成員以外の者の出席を求め、

意見を聞くことができる。 

（経 費） 

第 13 条 協議会に要する経費は、負担金、補助金、寄付金及びその他の収入をもっ

てこれにあてる。 

（会計年度） 

第 14 条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

（事務局） 

第 15 条 協議会の事務を処理するため、事務局を豊川市産業環境部農務課内におく。 

（雑 則） 

第 16 条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

附 則 

 この規約は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成１４年６月１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成１５年７月５日から施行する。 

附 則 



 この規約は、平成１６年６月４日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成１６年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成１７年５月３１日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成１８年５月１５日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２０年５月１５日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２２年５月１８日から施行する。 

附 則 

 この規約は、平成２５年５月２９日から施行する。 

附 則 

 この規約は、令和元年５月２７日から施行する。 

 


